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経済財政運営と改革の基本方針 2014～デフレから好循環拡大へ～ 

平成 26年 6月 24日 閣議決定 

 

第１章 アベノミクスのこれまでの成果と今後の日本経済の課題  

２．経済再生の進展に向けた基本的方向性  

 

力強い経済再生の進展の鍵は、労働や資本の量的・質的向上を始め、全要素

生産性（ＴＦＰ）の上昇を通じて労働・資本が付加価値を生み出す際の生産性

を高めていくことにあり、イノベーションとコーポレートガバナンスはその実

現のために特に重要な手段である。 

このため、労働力人口の減少が見込まれる中、抜本的な少子化対策を講じる

とともに、女性、若者、高齢者を始め、全ての人々が意欲、個性、能力に応じ

て活躍できるような社会が実現することを目指す。また、教育の再生・人材育

成、キャリア教育・職業教育の充実等により、質の高い人材を育成していく。  

（後略） 

 

 

第２章 経済再生の進展と中長期の発展に向けた重点課題 

１．女性の活躍、教育再生を始めとする人材力の充実・発揮 

（１）女性の活躍、男女の働き方改革 

 

女性が輝く社会を目指す。そのため、男女の働き方に関する様々な制度・慣

行や人々の意識、ワーク・ライフ・バランスを抜本的に変革し、男女が意欲や

能力に応じて労働参加と出産・育児・介護の双方の実現を促す仕組みを関係者

で議論し構築していく。 

女性の活躍を推進するため、女性の活躍を支える社会基盤となる取組を進め

るとともに 1、役員・管理職等への女性の登用促進の目標達成に向けた情報開示

の促進や公共調達の活用等の取組、仕事と子育て、介護の両立を進める企業へ

の支援、女性のライフステージに対応した支援等を進める。さらに税制・社会

保障制度等について、女性の働き方に中立なものにしていくよう検討を進める。 

ジョブ型正社員、短時間正社員など多様な正社員の普及やテレワークの推進

に取り組むとともに、労働時間に関する意識改革への取組や働いた成果が適正

に評価されるような仕組みへの改善を支援する。 

また、国家公務員についても、国が率先して女性職員の採用・登用の拡大に

取り組むこととし、職員のワーク・ライフ・バランスも一体的に推進する。 

 

1 「待機児童解消加速化プラン」の展開、「放課後子ども総合プラン」の策定・推進、保育や子育て支援の

担い手の確保等。 
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（２）教育再生の実行とスポーツ・文化芸術の振興 

 

○教育再生 

経済成長の源泉は「人」であり、経済再生のためにも教育再生が重要である。

「教育基本法」１の理念の実現に向け、教育再生実行会議の提言を踏まえつつ、

「第２期教育振興基本計画」２等に基づき、学制改革に関する検討を進めるなど、

総合的に教育再生を実行する。 

世界トップレベルの学力と規範意識の達成を目指すとともに、知識だけでな

く、思考力・判断力・表現力など社会を生き抜く力、我が国の伝統や文化につ

いての理解、社会の責任ある一員として必要な公共心の養成を行う３。今後、少

子化が更に進展する中、教育の「質」をより重視した取組を強化する。そのた

め、少子化の見通しも踏まえ教職員の計画的採用を進めつつ、教職員の質的向

上や指導力の強化を推進する。学校規模の適正化に向けて、距離等に基づく学

校統廃合の指針について、地域の実情も踏まえつつ見直しを進める。また、専

門人材やＩＣＴの活用等により効率的に教育の充実を図る。 

大学の徹底した国際化４、理工系人材の育成、教育研究基盤の確立などにより、

グローバル化等に対応する人材の養成を行うとともに、大学改革を推進する。

国立大学法人について評価と運営費交付金の配分の在り方を抜本的に見直し、

教育研究の質の向上に努力した大学に対して重点的・戦略的配分を行う仕組み

を検討する。また、大学による厳格な成績評価や卒業認定の厳格化を進める。

さらに、学生の教育費負担に配慮しつつ、産業界・大学双方の連携により奨学

金等の支援拡充や授業内容の充実を図るとともに、各国立大学が一定の範囲内

で授業料を適切に設定して教育研究の質の向上を図る取組や、各大学における

授業料免除などの学生支援の取組等を充実する。地域の大学において、各地域

の得意分野を活かす優れた教育研究拠点を創設・選定し、特色ある人材育成を

図る。また、奨学金、授業料減免等の就学支援を推進する。さらに、高度な職

業教育のための専門学校支援を推進する。 

「第２期教育振興基本計画」等に基づき、幼児教育の無償化に向けた取組を

財源を確保しながら段階的に進める。 

（後略） 

 

1 「教育基本法」（平成18年法律第120号）  

2 「教育振興基本計画」（平成25年６月14日閣議決定）  

3 英語教育・理数教育・ICT教育・道徳教育・特別支援教育の強化や海外子女教育、都市と農山漁村の教育

交流の推進等。 

4 英語による授業の促進、文系・理系の垣根のないリベラル・アーツ教育の強化等に加え、官民協力によ

る若者の海外留学環境の整備、外国人留学生の受入れを推進。   
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（３）複線的なキャリア形成の実現など若者等の活躍促進  

 

○若者等の活躍促進、再チャレンジ支援 

労働需給が改善している現況を好機ととらえて、以下の取組を強力に進める。 

若者等の活躍を促進するため、現状を踏まえた総合的な若者対策について法

的整備の検討も含め強力に推進するとともに、就職・採用活動時期変更の円滑

な実施に向けて必要な取組を進める。１ 

一旦失敗するとやり直すことが容易でない現状を改善し、複層的、複線的に

多様な再チャレンジの機会を確保し、一人ひとりが活躍していくことができる

環境を労使など関係者で議論し整備していく。非正規雇用労働者の教育訓練機

会の確保、処遇改善、不本意非正規の正規雇用化等を進める。また、起業等に

繰り返し挑戦できるよう支援を充実する。協力雇用主への支援を含む刑務所出

所者等に対する就職支援等を推進する。 

さらに、ユニバーサル社会の実現に向け、障害者については、職場定着など

の就労支援を始めとした社会参加支援の充実、障害者の文化芸術活動の振興な

ど活躍できる環境整備を推進する。 

 

○生涯を通じて能力発揮できる人材育成、労働市場インフラ整備と人材不足へ

の対応等 

新しい技術や産業に適応しつつ生涯を通じて能力発揮できるよう、人材育成

や職業訓練の抜本的拡充 2、産業側・企業側ニーズに合致した質の高い職業訓練

の実施、学び直し機会の拡充、ライフステージに応じたキャリア転換の支援な

ど、自らの専門性を高める能力開発を行うことができる環境整備を進める。ま

た、親の経済力や養育環境とは独立した形で、全ての子どもの様々な能力を伸

ばす多様な機会が確保された社会とするため、子どもの貧困対策に関する大綱

を策定し、官民が連携して子どもの貧困対策を推進することなどにより、格差

の再生産を回避していく。 

さらに、労働市場のインフラ整備を進めるとともに、医療・福祉、建設業、

運輸業、造船業等の人材不足が懸念される分野における人材確保・育成対策を

総合的に推進する。あわせて、雇用保険制度、求職者支援制度による重層的な

セーフティネットの構築を進めるとともに、中小企業・小規模事業者への支援

を図りつつ最低賃金の引上げに努める。 

 

1 キャリア教育・職業教育の充実、新卒者の就職支援の強化やフリーター・ニートの就労支援の充実、若

者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の充実・強化、ひきこもりに対する支援の推進等。 

2 再就職希望の女性、退職を控えた社会人再教育、非正規・無業者等の再教育・職業訓練等。 
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（４）少子化対策  

  

人口急減・超高齢化に対する危機意識を共有し、少子化危機ともいうべき現

状を突破していかなければならない。出産・子育て支援も社会保障の柱である

という認識を共有しつつ、出生率の回復に成功した諸外国の経験も参考にしな

がら、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目のない支援」を行うため、財源を確

保した上で子どもへの資源配分を大胆に拡充し、少子化対策を充実する。さら

に、夫婦が希望する数の子どもを持てるよう、家庭や地域の力も視野に入れ、

第三子以降の出産・育児・教育への重点的な支援など、これまでの少子化対策

の延長線上にない政策を検討する。 

新たな少子化社会対策の大綱を平成 26年度中に策定するとともに、子ども・

子育て支援新制度を平成 27年４月に施行する方針の下、取り組む。また、本制

度に基づく幼児教育・保育・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための

財源の確保については着実に進め、消費税分以外も含め適切に対応していく。

また、都市と地方のそれぞれの特性に応じた少子化対策に国と地方自治体、都

道府県と市町村がそれぞれの役割に応じ連携した取組を推進するとともに、行

政を始めとして、国民、企業、学校、メディアなど全ての関係者が少子化危機

突破の認識を共有するための取組を進める。加えて、児童虐待防止対策を進め

る。 

 

 

（５）健康長寿を社会の活力に  

 

高齢者の健康寿命を延伸し、その経験、能力を活かしていくことができる社

会を実現していくことが必要である。希望する人は 70歳まで働ける環境整備も

検討課題である。それは、人口が減少する中で必要な労働力を確保していくこ

とにつながる。このため、高齢者の就労支援やボランティア活動の推進等によ

り、高齢者が地域社会に参画しやすい場づくりなど生涯現役社会に向けた環境

整備を推進する。 

（後略） 
 

 

２．イノベーションの促進等による民需主導の成長軌道への移行に向けた経済

構造の改革  

（３）オープンな国づくり  

○内なるグローバル化 

2020年における対日直接投資残高倍増目標実現のため、「対日直接投資推進会

議」において、投資案件の発掘・誘致活動を推進するとともに、関係会議と連

携しながら、規制改革など、必要な制度改革等の実現を図る。また、グローバ

ル人材の育成及び多言語対応の強化等を行うほか、国際金融センターとしての
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東京市場の地位を確立するための施策を推進する。 

外国人材の活用は、移民政策ではない。基本的な価値観を共有する国々との

連携を強化する。優秀な研究者など外国の高度人材や留学生等が活躍しやすい

環境を整備する。技能実習制度は、制度本来の目的を踏まえ、国の関与の強化

により適正化を図り、実習期間の延長等の拡充を図る。外国人材については、

女性の活躍推進や中長期的な経済成長の観点から、国家戦略特区の枠組みの中

で十分な管理体制の下で活用する仕組みや、製造業における海外子会社等従業

員の国内受入れ等の検討を進める。 

 

３．魅力ある地域づくり、農林水産業・中小企業等の再生 

（３）観光・交流等による都市・地域再生、地方分権、集約・活性化 

○長期的な観点からの取組 

人口急減・超高齢化の克服に向けた諸課題への対応は、地域において特に重

要な課題であり、そのための司令塔となる本部を設置し、政府一体となって取

り組む体制を整備する。長期的な視野に立った地域活性化に向けて、地方自治

体それぞれの創意工夫や努力がより反映されるよう、土地利用やインフラ整備、

教育など行政サービスの提供の在り方、政策手段などの大胆な見直しに着手す

る。（後略） 

 

（４）農林水産業・地域の活力創造  

（前略）活力ある農山漁村の構築に向け、都市と農山漁村の教育交流、農観連

携、集落間連携等を進める。（後略） 

 

 

４．安心・安全な暮らしと持続可能な経済社会の基盤確保 

（３）暮らしの安全・安心（治安、消費者行政等） 

（消費者行政の推進） 

 

消費者の安全・安心を確保するため、食品表示等の適正化・充実、消費者被

害防止対策、消費者被害回復の取組、消費生活協力員等の地域のリーダー育成、

風評被害対策、物価モニター調査等の消費市場・物価関連対策を推進する。 

 


